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家
庭
内
暴
力
に
人
知
れ
ず
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か

あなたを支援するDV相談窓口

より愛される施設の未来を決める「
ふ
じ
湯
の
里
」
譲
渡
先
候
補
者
の
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

田川地区消防署からのお知らせ

どなたでも無料で入場できますのでお気軽にお越しください。

↑
昨
年
も
各
代
表
者
８
名
が
熱
い
思
い
を
主
張

　

民
間
事
業
者
の
高
い
経
営
力
や
サ
ー

ビ
ス
力
を
生
か
し
た
施
設
の
さ
ら
な
る
有

効
活
用
と
地
域
活
性
化
を
目
指
し「
ほ
う

じ
ょ
う
温
泉
ふ
じ
湯
の
里
」の
譲
渡
先
候

補
者
を
現
在
公
募
中
で
す
。
候
補
者
選

定
の
た
め
一
般
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

を
実
施
予
定
。
詳
細
は
、町
公
式
Ｈ
Ｐ
で
。

（
応
募
が
無
い
場
合
は
中
止
と
な
り
ま
す
。）

日
時
▼
11
月
25
日
月
17
時
～

場
所
▼
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

問
役
場
ま
ち
づ
く
り
総
合
政
策
課
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h i n k  a b o u t  A m b u l a n c e

令
和
元
年
度「
第
14
回
福
智
町
少
年
の
主
張
大
会
」

　田川地区消防署の救急車は全部で５台
ありますが、入院を必要としない軽症での
出動要請が全体の３割以上も占めている
ため、全ての車が出動していることも珍し
くありません。１秒でも早く救急車を必要
とする患者さんの元に
向かうためにも、
救急車の適正
な利用方法に
ついて考えて
みましょう。

h i l d r e n ' s  c l a i m

t o p  d o m e s t i c  v i o l e n c e

問 役場総務課　☎22-0555

社会や未来に向けた力強い主張

u b l i c  p r e s e n t a t i o n

　

各
小
中
学
校
の
代
表
者
８
名
が
日
頃

の
生
活
で
感
じ
た
こ
と
な
ど
を
約
千
六
百

字
の
文
章
に
し
た
た
め
、
皆
さ
ん
の
前
で

５
分
間
の
発
表
を
行
い
ま
す
。入
場
無
料
。

日
程
▼
12
月
１
日
日

時
間
▼
9
時
30
分
受
付
・
10
時
開
会

発
表
▼
町
内
の
小
中
学
校
か
ら
選
ば
れ
た

　
　
　

代
表
者
８
人

　
　
　
※
小
学
６
年
生
～
中
学
２
年
生
が
選
出
対
象

場
所
▼
金
田
分
館
２
階 

文
化
ホ
ー
ル

問
役
場
生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
係
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　DV（ドメスティック・
バイオレンス）は犯罪
となる行為を含む重大
な人権侵害で、どんな
理由があっても決して
許されるものではあり
ません。ひとりで抱え
込まず、あなたの悩み
を相談してみませんか。

配偶者暴力相談支援センター
月～金▶８：30～17：15
☎ 42-4850（田川保健福祉事務所）
あすばる女性相談ホットライン

☎092-584-1266

月～日▶9：00～17：00
※金のみ18：00～20：30も可（⃞除く）祝

問 消防署金田分署
　 ☎22-0307

♯7119
つながらないときは、
☎092-471-0099

救命救急
安心システム

どうしよう？万が一のけがや病気、
もし119通報に迷ったときは！

も
う
一
度
よ
く
考
え
た
い
救
急
車
の
使
い
方

C
HEC

K!

C
HEC

K!

税
の
お
知
ら
せ

問 役場 税務課 収納対策係　☎22-7762

金の滞納を解消するため、筑豊地区の県税事務所や市町村が差押えた財産を出品する「合同公売会」
を開催します。今回はテレビや酒類など約80点を出品予定。どなたでもお気軽にご参加ください。税

どなたでも参加できますが、
当日（開始前）に公売参加登
録申請が必要です。9時00
分～9時45分の間に受付を
すませてください。詳しくは
町の公式ホームページで公開中。

▶日時　11月16日土
▶場所　田川市民会館（田川市総合体育館横）
▶購入方法　オークション（せり売り）

▶必要なもの　代金、身分証明書、印鑑
　※代理で参加される場合は委任状が必要です。

開始／10時00分
開場／9時00分

テレビや酒類など約80点
出品予定！　合同公売会   田川筑豊

地区 in

税についてちょっと考えてみよう
納期限を過ぎても納税していない人は、早めの納税を。

建物を新築・増築・取壊したとき

▶建物がなくても課税されたり、正しい固定資産
　税の金額が算定されない場合もありますので
①建物の全部または一部を取り壊したとき
②建物を新築・増築したとき
の際は、役場税務課にご連絡ください。
※新築・増築・滅失登記の手続をした場合は連絡不要。
※建物は新築後１ヶ月以内に法律で表題登記定められています。新築以
外の建物でも、登記していない建物を所有している方はご検討ください。

智町では、県および県内市町村と連携し、
個人住民税をはじめとする地方税の徴収

率向上と滞納の縮減を図るため、11・12月を「県
下一斉徴収強化月間」として、広報による納税推
進、滞納者に対する催告の強化、差押えやタイ
ヤロック、捜索による滞納処分の強化などさま
ざまな徴収対策に取り組みます。
　税金は皆さんの暮らしを支える貴重な財源。こ
の機会に納め忘れの税金がないか確認しましょう。

福

納税に関するお問い合わせ

▶税金の納付や相談窓口は、税金の種類によって
　「税務課」か「県税事務所」となります。納税通
　知書などで確認のうえ、お問い合わせください。

税金の種類をご確認ください
税金に関する制度変更のご案内

▶令和２年４月から、個人町県民税（普通徴収）と
　固定資産税の全納報奨金制度を廃止します。
　早期納税いただいている皆さまには、制度廃止
　へのご理解と引き続き納期内納付へのご協力を
　お願いいたします。

来年度から税の全納報奨金が廃止されます

口座振替をご利用ください

▶町税の納付方法は「口座振替」が選択できます。
　口座振替にすると、納付期限月の25日（振替
　日が休日の場合は翌営業日）に口座から引き落
　とされます。“ついうっかり”を防ぐ便利で安
　心な口座振替をぜひご利用ください。

便利で安心な口座振替

必ずお知らせください

【滞納処分の流れ】

町の徴収強化月間での取り組み

▶ 一斉催告、勤務先、取引先への電話等、差押
　えなど滞納処分を強化します。

11・12月は滞納処分を強化

滞納➡ 督促・催告➡ 財産調査➡ 捜索・差押え 
➡ 公売・強制取立 ➡ 完納・停止


